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平
成　

年
度

２１

市
民
税
・
県
民
税
の
税
制
改
正

　

地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
、
平
成　

年
度
以
降
の
市
民
税
・
県
民
税

２１

か
ら
適
用
さ
れ
る
寄
附
金
税
制
が
拡
充
さ
れ
ま
す
。

 

■
問
い
合
わ
せ　

税
務
課
市
民
税
係
（
�
�
０
２
１
４
）

寄
附
金
税
制
の
改
正
点

１ . 

対
象
寄
附
金
の
追
加

　

所
得
税
の
寄
附
金
控
除
の
対
象
と

な
る
寄
附
金
（
国
や
政
党
等
に
対
す

る
寄
附
金
は
除
く
）
に
、
地
方
公
共

団
体
が
条
例
で
指
定
し
た
団
体
へ
の

寄
附
金
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

２ . 

控
除
方
式
の
変
更

　

市
民
税
・
県
民
税
の
寄
附
金
控
除

の
方
式
が
「
所
得
控
除
」
か
ら
「
税

額
控
除
」
に
変
わ
り
ま
す
。　

３ . 

対
象
限
度
額
の
引
き
上
げ

　

市
民
税
・
県
民
税
の
寄
附
金
控
除

の
限
度
額
が
、
総
所
得
金
額
等
の　
３０

％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

４ . 

適
用
下
限
額
の
引
き
下
げ

　

市
民
税
・
県
民
税
の
寄
附
金
控
除

の
適
用
下
限
額
が
、
５
０
０
０
円
に

引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る

寄
附
金
の
特
例
控
除

　

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄
附
金

（
い
わ
ゆ
る
「
ふ
る
さ
と
納
税
」）
に

つ
い
て
、
特
例
控
除
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
市
民
税
・
県
民
税

の
寄
附
金
控
除
は
、
基
本
控
除
に
加

え
、
５
０
０
０
円
を
超
え
る
部
分
に

つ
い
て
一
定
の
限
度
ま
で
、
所
得
税

と
合
わ
せ
て
控
除
さ
れ
ま
す
。

※
次
ペ
ー
ジ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

控
除
の
手
続
き

　

寄
附
金
控
除
を
受
け
る
に
は
、
所

得
税
の
確
定
申
告
書
を
所
轄
の
税
務

署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
民
税
・
県
民
税
の
寄
附

金
控
除
だ
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
は
、
市
の
「
寄
附
金
控
除
申
告
書
」

を
税
務
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
に
は
１
月
か
ら　

月
ま
で

１２

１
年
間
の
寄
附
に
係
る
領
収
書
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
所
得
税
の

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
人
は
、

寄
附
金
控
除
申
告
書
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

改　正　後改　正　前区　分

①地方公共団体（都道府県・市区町村）

②住所地の都道府県共同募金会

③住所地の日本赤十字社の支部

④地方公共団体が条例で指定した団体　（※１）

①地方公共団体（都道府県・市区町村）

②住所地の都道府県共同募金会

③住所地の日本赤十字社の支部
対象となる
寄 附 金

税額控除　（※３）所得控除　（※２）控 除 方 式

総所得金額等の３０％総所得金額等の２５％対象限度額

５,０００円１０万円適用下限額

※�と�の合計額が税額控除になります。

�基本控除

　（寄附金－５,０００円）×市民税・県民税率１０％（市６％・県４％）

�特例控除　（※４）

　（寄附金－５,０００円）×（９０％－所得税の税率）

（寄附金－１０万円）×税率（１０％）控 除 率

（※１）　現在、高梁市の指定団体はありません。
（※２）　社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、基礎控除等があり、所得金額の合

計から控除できます。  
（※３）　一定の要件に該当する場合に、課税所得金額に税率を乗じて算出した税額から一定の金

額を控除するものです。
（※４）　特例控除は、地方公共団体への寄附金（ふるさと納税）のみが対象で、市民税・県民税所

得割額の１割が限度となります。

表①
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高梁税務署からのお知らせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■問い合わせ　高梁税務署（��２５４６）

税の申告準備はお早めに

　平成20年分の所得税の確定申告書の提出を本人の電子署名および電

子証明書を付して、申告期間内にe‐Taxを利用して行うと、所得税額

から最高5,000円の税額控除を受けることができます。�

※平成19年分の確定申告で本控除の適用を受けた人は受けられません。�

　所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票

等は記載内容を入力して送信することで、その書類の提出または提示を

省略することができます。�

※確定申告期限から３年間、添付書類の提出または提示を求められるこ

　とがあります。�

できます。�で� 検　索�イータックス�詳しい情報はe-Taxホームページへ�

【平成２０年分の確定申告期限】�

今回の確定申告は� で�！�

所得税の申告は�
イータックスなら…�
こんなに便利です！�

申告会場…高梁税務署２階�

相談時間…午前９時～午後５時�

� （土・日曜日、祝日を除く）�

▽
�

▽
�

所得税・贈与税� ３月１６日（月）�

３月31日（火）�消費税・地方消費税�
（個人事業者）�

イー� タックス�

＜地方公共団体へ寄附した場合の寄附金控除モデルケース＞

　　　　◆市外出身で、現在は高梁市に在住する会社員Ａさん（夫婦と子ども２人の世帯）。

　　　　　平成２０年中の給与収入７００万円で、出身地に４万円を寄附した場合

　　　　　（所得税率１０％、市民税・県民税所得割額２９３,５００円で算定）

　　　　　　　� 基本控除　（４０,０００円－５,０００円）×１０％＝３,５００円　　　　　
　　　　　　　� 特例控除　（４０,０００円－５,０００円）×（９０％－１０％）＝２８,０００円

※特例控除の限度額：２９,３５０円（市民税・県民税所得割額の１割）

�
市民税・県民税の寄附金控除額（�＋�）　３,５００円＋２８,０００円＝３１,５００円


